
 

 

 

国 自 基 第 2 3 6 号 

令 和 ５年 ３月 31 日 

 

一般社団法人日本自動車工業会 会長 殿 
                             

 
 

国土交通省自動車局長 

（公印省略） 

 

 

 

「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施細目について 

（依命通達）」の一部改正について（依命通達） 

 

 

 

   「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施細目について（依命通達）」（平

成 21 年 8 月 25 日国自環第 109 号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正しましたので、了知

し、令和５年４月１日からはこれにより実施いただくとともに、傘下会員に対し周知方お願いいた

します。 

 

 

  



 

 

 

国 自 基 第 2 3 6 号 

令 和 ５年 ３月 31 日 

 

日本自動車輸入組合 理事長 殿 
                             

 
 

国土交通省自動車局長 

（公印省略） 

 

 

 

「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施細目について 

（依命通達）」の一部改正について（依命通達） 

 

 

 

   「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施細目について（依命通達）」（平

成 21 年 8 月 25 日国自環第 109 号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正しましたので、了知

し、令和５年４月１日からはこれにより実施いただくとともに、傘下会員に対し周知方お願いいた

します。 
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別 添 

 

「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施細目について」新旧対照表 

 

      

（傍線部分は改正部分） 

平成 21 年８月 25 日付け国自環第 109 号 

 改正 平成 22 年８月２日付け国自環第 70 号 

改正 平成 23 年７月１日付け国自総第 177 号 

改正 平成 24 年３月 29 日付け国自環第 176 号 

改正 平成 26 年３月 17 日付け国自環第 228 号 

改正 平成 30 年８月 22 日付け国自環第 67 号 

改正 令和３年３月 24 日付け国自環第 176 号 

改正 令和５年３月 31 日付け国自基第 236 号 

新 旧 

 

特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施細目について 

 

特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定については、特定改造自動車のエ

ネルギー消費効率相当値の算定実施要領（平成 21 年国土交通省告示第 933 号。以下「燃

費算定告示」という。）によるほか、下記のとおり取り扱うものとする。 
 

第１～第２ （略） 

 

第３ 燃費算定告示第３条関係 

 １ 燃費算定告示第２条の算定を受けようとする者は、第１号様式による燃費算定申

請書を自動車局車両基準・国際課に提出するものとする。 

 

 ２～５ （略） 

 

第４～第８ （略）  

 

第１～５号様式 （略） 

 

 

特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施細目について 

 

特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定については、特定改造自動車のエ

ネルギー消費効率相当値の算定実施要領（平成 21 年国土交通省告示第 933 号。以下「燃

費算定告示」という。）によるほか、下記のとおり取り扱うものとする。 
 

第１～第２ （略） 

 

第３ 燃費算定告示第３条関係 

 １ 燃費算定告示第２条の算定を受けようとする者は、第１号様式による燃費算定申

請書を自動車局安全・環境政策課に１部提出するものとする。 

 

 ２～５ （略） 

 

第４～第８ （略） 

 

第１～５号様式 （略） 
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第６号様式（算定燃費値取得済証）（第６関係）別紙 

 

第６号様式（算定燃費値取得済証）（第６関係）別紙 

 

附則 1．この通達は、令和５年４月１日から施行する。 

   2．改正後の様式にかかわらず、なお、令和５年９月 30 日までは改正前の様式によることができる。 


